
犯人の妹の名前や顔写真、さらには居所の実況中継までインターネットに・・・
「誰も守ってくれない」？
インターネットによる人権侵害に、法律はどう対処するのでしょうか。
「表現の自由」との関係は、憲法上どう考えるべきでしょうか。
モントリオール世界映画祭最優秀脚本賞に輝いた映画（フジテレビご協力）を見て、
プロバイダー責任制限法制定にかかわったパネリストをまじえ一緒に考えるシンポジウムです。

２０10年５月8日土
午後１時～４時半（受付は１２時３０分～）

パネルディスカッション

コーディネーター
上柳 敏郎氏
（弁護士、第一東京弁護士会憲法問題検討協議会委員長）


